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1. 平成 22年度の取り組み方針 
第 6回伊勢湾再生推進会議（平成 22年 3月 24日開催）において決定した、伊勢湾再生

に向けた平成 22年度の取り組み方針は、以下のとおりである。 
次頁以降に、平成 22年度の伊勢湾再生に向けた具体的な取り組み結果を示す。 
 
継続して取り組むもの

行動計画の推進・フォローアップ

○行動計画の着実な推進、施策の進捗管理を行う

○行動計画の中間評価に必要な、基礎データの集約を行う

伊勢湾再生のためのモニタリングに向けて

○伊勢湾流域圏モニタリング計画の策定

・陸域における効率的なモニタリングについて、引き続き検討を行う

・学識者等との情報交換を密に行いながら、

伊勢湾流域圏全体をカバーする、モニタリング計画を策定する

伊勢湾再生のためのモニタリングに向けて

○伊勢湾流域圏モニタリング計画の策定

・陸域における効率的なモニタリングについて、引き続き検討を行う

・学識者等との情報交換を密に行いながら、

伊勢湾流域圏全体をカバーする、モニタリング計画を策定する

多様な主体との連携促進

○研究者、NPO、市民団体との情報交換・連携を継続する
・科学技術振興調整費「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発」

・伊勢湾流域圏再生ネットワーク

○「伊勢湾流域圏一斉モニタリング」の継続

多様な主体との連携促進

○研究者、NPO、市民団体との情報交換・連携を継続する
・科学技術振興調整費「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発」

・伊勢湾流域圏再生ネットワーク

○「伊勢湾流域圏一斉モニタリング」の継続

行動計画の中間評価

○中間評価の方針に基づき、行動計画の達成状況等を評価する

○ 「行動計画のフォローアップ」 「環境劣化・再生メカニズムの整理」

「市民団体等との連携」

等の実態を踏まえ、必要に応じ、行動計画の見直しに向けて検討を進める
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2. 行動計画の推進・フォローアップ 
2.1. 各種会議の開催状況 
平成 22年度に実施した各種会議は以下のとおりである。 
 
1） 第 1回関係機関担当者ワーキング 
 第 1回モニタリングワーキング（合同開催） 
日時：平成 22年 4月 28日（水） 於：名古屋合同庁舎第 2号館 7階共用大会議室 
・ 平成 21年度の取り組み内容の確認 
・ 平成 22年度の取り組み方針及び平成 22年度スケジュール案の審議 
・ 「伊勢湾流域圏一斉モニタリング」の実施方針、体制の確認 
 

2） 第 3回伊勢湾流域圏・陸域モニタリング計画検討会 
日時：平成 22年 6月 15日（火） 於：愛知県産業貿易館 西館 8階北会議室 
・ 伊勢湾流域圏モニタリング計画の基本的な考え方の最終確認 
・ 一級河川 10河川のモニタリング地点・項目の審議 
・ 効率的にモニタリングを行うために優先的に実施する事項の審議 

 
3） 第 2回関係機関担当者ワーキング 
日時：平成 22年 9月 2日（木） 於：名古屋市役所西庁舎 12階西側 第 3会議室 
・ 平成 21年度の施策進捗状況の取りまとめ作業依頼 
・ 中間評価の評価方針の確認 

 
4） 第 3回関係機関担当者ワーキング 
日時：平成 22年 12月 13日（月） 於：名古屋合同庁舎第 2号館 4階大会議室 
・ 中間評価報告書に関する審議 
・ 行動計画の見直し方針に関する審議 
・ 平成 22年度取り組み状況の報告 

 
5） 第 2回モニタリングワーキング 
日時：平成 22年 12月 13日（月） 於：名古屋合同庁舎第 2号館 4階大会議室 
・ 平成 22年度一斉モニタリング確定版の確認 
・ 陸域モニタリング計画（案）の審議 

 
6） 第 4回伊勢湾流域圏・陸域モニタリング計画検討会 
日時：平成 23年 1月 6日（木） 於：名古屋合同庁舎第 2号館 4階大会議室 
・ 陸域モニタリング計画（案）の取りまとめ 
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7） 第 4回関係機関担当者ワーキング 
日時：平成 23年 1月 24日（月） 於：名古屋合同庁舎第 2号館 4階大会議室 
・ 平成 22年度取り組み状況の確認 
・ 中間評価報告書（二次案）の審議 
・ 行動計画の見直し方針の確認 
 

8） 第 5回関係機関担当者ワーキング 
 第 3回モニタリングワーキング（合同開催） 
日時：平成 23年 2月 23日（水） 於：名古屋合同庁舎第 2号館 4階大会議室 
・ 平成 22年度伊勢湾再生に向けた取り組み報告の確認 
・ 平成 23年度の取り組み方針の審議 
・ 第７回伊勢湾再生推進会議議事の確認 

 
9） 第 7回伊勢湾再生推進会議 
日時：平成 23年 3月 23日（水） 於：愛知県産業貿易館西館 ８階北会議室 
・ 平成 22年度伊勢湾再生に向けた取り組みの確認 
・ 平成 23年度の取り組み方針の確認 
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2.2. 伊勢湾の環境指標の整理 
伊勢湾の環境の状態を示す環境指標について 10年間（平成 12年度～平成 21年度）の
変化傾向を整理した。 

 
（1） 川に関する指標 
1） 河川の環境基準達成率 
この 10 年間で BOD の環境基準達成率が向上しており、伊勢湾に流入する汚濁負
荷量は着実に減少している。また、東京湾及び大阪湾に比べ環境基準達成率は高水準

を維持しており河川の水質環境は比較的良好である。 
しかし後出の図 5に示す海域の環境基準達成率に改善傾向は認められず、陸域の汚

濁負荷削減が即時に海域の水質改善に結びつくわけではなく、陸域と海域の水質変化

を長期的に捉える必要がある。 
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図 1 河川の環境基準達成率（BOD）の経年変化 

 
2） 農地面積 
農地面積はこの 10 年間で減少しており、農地から宅地等への転用が進んでいると

考えられる。農地から宅地等へ転用されると、地下水涵養量の減少や排出汚濁負荷量

の変化などにより水・物質循環系へ影響を与えるため、今後も実態の把握に努める必

要がある。 
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図 2 農地面積の経年変化 
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3） 地下水採取量 
地下水の採取量はこの 10 年間で減少傾向であり、適正な水利用が図られているも

のと考えられる。引き続き「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱（昭和 60年 8月 15日 
改正平成 7年 9月 5日）」に基づき地下水の適正な利用を図る必要がある。 
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※平成 21年度値には三重県分のデータは平成 22年度末集計予定のため含まず。 

図 3 地下水採取量の経年変化 

 
4） 上水道使用水量原単位 
上水道使用水量原単位は、この 10 年間でいずれの自治体でも漸減しており上水道
の適正な利用が図られていると考えられる。引き続き水資源の有効利用に関する施策

を推進する必要がある。 
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図 4 上水道使用水量原単位の経年変化 
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（2） 海に関する指標 
1） 海域の環境基準達成率 
伊勢湾の環境基準達成率は COD、T-N 及び T-P は横ばいであり、海域の水質改善

は認められない。COD に関して東京湾、大阪湾と比較すると、環境基準達成率は低
いものの、年間平均値はほぼ同程度で、環境基準達成率と同様にほぼ横ばいである。 
海域の水質改善に向けて、今後も陸域の負荷削減策を図るとともに、海域の水質改

善施策も積極的に実施する必要がある。 
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図 5 三大湾の環境基準達成率(COD、水域毎に評価）の経年変化 
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図 6 三大湾の水質（COD年間平均値）の経年変化 
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図 7 海域の環境基準達成率(T-N、地点毎に評価）の経年変化 
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図 8 海域の環境基準達成率(T-P、地点毎に評価）の経年変化 
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2） 赤潮・苦潮発生回数 
赤潮発生回数は平成 14 年度以降、減少傾向が認められ、陸域からの汚濁負荷削減
が赤潮発生の減少に寄与している可能性がある。一方、苦潮発生回数はほぼ横ばいで

海域に蓄積された汚濁物質や気象・海象の影響を大きく受けているものと考えられる。

引き続き発生回数や発生区域をモニタリングする必要がある。 
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図 9 赤潮・苦潮発生回数の経年変化 

 
3） 漁獲量 
漁業経営体数は愛知県及び三重県（伊勢湾海区）ともに、減少傾向である。漁獲量

は近年愛知県では増加傾向である一方、三重県（伊勢湾海区）では横ばいである。ま

た、貝類や海藻類などの定着性資源に着目すると横ばいであり、明確な漁業生産の回

復は認められない。 
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図 10 漁業経営体数(上段)、漁獲量(下段)の経年変化 
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4） 底層 DO 
夏季（7～9月）最低値は、冬季（12～2月）最低値に比べ低い値を示し、夏季では
広い範囲で低酸素状態となっている。夏季最低値は伊勢湾の湾口部（St.18）や三河
湾西部(K-5)では外海、潮流及び流入河川等の影響で比較的高い値を示すが、その他の
地点(St.2、St.10、A-9、A-5)で、生物が生息できないとされる値1 2mg/l を下回って
おり、伊勢湾(狭義)の湾央部から湾奥部、三河湾東部で貧酸素状態となっている。 
底層 DOの悪化は苦潮の原因ともなることから、今後とも観測を継続し注視してい

く必要がある。 

 
図 11 底層 DOの経年変化 

 

    
図 12 平成 21年 9月の溶存酸素飽和度分布2（伊勢湾 9/7,11、三河湾 9/8） 

                                                  
1 閉鎖性海域中長期ビジョン策定に係る懇談会「閉鎖性海域中長期ビジョン」平成 22年３月 
2 愛知県水産試験場漁場環境研究部「伊勢・三河湾貧酸素情報」 
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5） 底泥の COD・強熱減量 
底泥の COD は漸減傾向が認められる地点もあるが、近年でも湾奥部（N-1、N-7、

K-1）で高い値を示し、水産用水基準3で定められている 20mg/g以下を上回っている。
また、強熱減量は、水質への影響が著しくなる臨界値410％前後で推移している地点
が多い。 
このように伊勢湾の湾奥部の底質環境は良好とは言えず、今後とも観測を継続し注

視していく必要がある。 
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図 13 底泥の COD及び強熱減量（年平均）（左側：伊勢湾（狭義）、右側：三河湾） 

 

                                                  
3 社団法人 日本水産資源保護協会「水産用水基準(2005年版)」（平成 18年 3月） 
4 運輸省第三港湾建設局「大阪湾全域汚染実態調査報告書」（昭和 58年） 
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2.3. 伊勢湾再生行動計画の施策実施状況の整理 
伊勢湾再生行動計画に記載されている施策の実施状況は以下のとおりである。 

表 1 施策実施状況 

未実施 3 (15.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
実施中 16 (84.2%) 19 (100.0%) 19 (100.0%) 19 (100.0%) 19 (100.0%)
完了 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
計 19 19 19 19 19
未実施 5 (7.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
実施中 60 (92.3%) 64 (98.5%) 61 (93.8%) 59 (90.8%) 59 (90.8%)
完了 0 (0.0%) 1 (1.5%) 4 (6.2%) 6 (9.2%) 6 (9.2%)
計 65 65 65 65 65
未実施 11 (33.3%) 2 (6.1%) 2 (6.1%) 2 (6.1%) 2 (6.1%)
実施中 22 (66.7%) 30 (90.9%) 25 (75.8%) 23 (69.7%) 23 (69.7%)
完了 0 (0.0%) 1 (3.0%) 6 (18.2%) 8 (24.2%) 8 (24.2%)
計 33 33 33 33 33
未実施 13 (27.1%) 2 (4.2%) 1 (2.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
実施中 34 (70.8%) 42 (87.5%) 42 (87.5%) 41 (85.4%) 41 (85.4%)
完了 1 (2.1%) 4 (8.3%) 5 (10.4%) 7 (14.6%) 7 (14.6%)
計 48 48 48 48 48
未実施 32 (19.4%) 4 (2.4%) 3 (1.8%) 2 (1.2%) 2 (1.2%)
実施中 132 (80.0%) 155 (93.9%) 147 (89.1%) 142 (86.1%) 142 (86.1%)
完了 1 (0.6%) 6 (3.6%) 15 (9.1%) 21 (12.7%) ( 21 ) (12.7%)
計 165 165 165 165 165

平成22年度

森

川

海

人

合計

平成21年度平成20年度分類 平成18年度 平成19年度

 
未実施：平成 18年度以降、一度も実施がない施策 
実施中：平成 18年度以降、実施した施策 

注）平成 18年度以降に施策を実施したが、都合により、ある年度は施策を実施して
いなくても、完了した施策ではないため、実施中と計上。 

完 了：当該年度に完了した施策と過年度までに完了した施策 
注）平成 22年度に完了する施策数は現時点では不明のため、前年度までに完了した

施策数を記載。 

 
＜平成 22年度の施策実施状況＞ 
・ 前年度に川・海・人に関する 6の施策が完了し、平成 22年度は 142の施策を実

施した。 
 
＜平成 18年度以降の施策実施状況＞ 
・ 伊勢湾再生行動計画の策定後（平成 19年 3月）、未実施の施策数が大幅に減少

し、多くの施策に取り組んでいる。 
・ 年々完了する施策が増加している。特に、平成 20 年度や平成 21 年度に完了す

る施策数が増加している。 
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2.4. 平成 22 年度伊勢湾再生に向けた主な取り組み報告 
第 7回伊勢湾再生推進会議での発表案件は下記のとおりである。 
次頁に関係機関より報告いただいた平成 22年度の取り組み一覧を示す。なお、詳細な
取り組み内容は参考資料１に示す。 
 
◆機関：国 

大分類 中分類 NO タイトル 作成機関 備考 

水質の改善・生物

多様性の向上 

水質・底質の改善 3 「海域の物質循環健全化計

画」検討委員会の開催 

中部地方環

境事務所 
 

沿岸域および流域

の人々の海への関

心の醸成 

環境学習 16 国営木曽三川公園における

『環境教育』への取り組み

中部地整 

建政部 

H22年度新規

報告施策 

◆機関：岐阜県 
大分類 中分類 NO タイトル 作成機関 備考 

沿岸域および流域

の人々の海への関

心の醸成 

広報・啓発 76 第 30 回全国豊かな海づく

り大会～ぎふ長良川大会～

の取り組み 

岐阜県 

農政部 

H22年度完了 

◆機関：愛知県 
大分類 中分類 NO タイトル 作成機関 備考 

陸域汚濁負荷削減

に向けた施策 

その他関連事業 33 「環境保全型農業推進事

業」の実施 

愛知県 

農林水産部 

 

多様な主体による

協働･連携 

協働･連携 44 「あいち海上の森保全活用

事業」の実施 

愛知県 

農林水産部 

 

◆機関：三重県 
大分類 中分類 NO タイトル 作成機関 備考 

水質の改善･生物

多様性の向上 

水質･底質の改善 51 藻場・干潟の回復･再生技術

開発事業 

三重県 

水産研究所 

 

森･川･海に共通す

る施策 

海岸漂着物対策の

推進 

56 三重県における海岸漂着物

対策の推進 

三重県 

環境森林部 

H22年度新規

報告施策 

◆機関：名古屋市 
大分類 中分類 NO タイトル 作成機関 備考 

陸域汚濁負荷削減

に向けた施策 

汚水処理事業－下

水道事業 

65 下水道事業による｢水環境

向上施策｣を実施 

名古屋市 

上下水道局 

 

沿岸域および流域

の人々の海への関

心の醸成 

広報･啓発 72 湧き水モニタリング 名古屋市 

環境局 
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＜平成 22 年度伊勢湾再生に向けた主な取り組み報告一覧＞ 

機関 場 大分類 中分類 NO タイトル 作成機関 
過去

発表 
備考 

汚水処理事業－

下水道事業 1

「中部地方下水道中期

ビジョン」を協働して

策定 

中部地整 

建政部 

  陸
域 

陸域汚濁負荷削減

に向けた施策 

河川・湖沼事業
2

自然再生 

(木曽三川河口部) 

中部地整 

河川部 

  

水質の改善・生物多

様性の向上 

水質・底質の改

善 3

「海域の物質循環健全

化計画」検討委員会の

開催 

中 部 地 方

環 境 事 務

所 

 H22年度新

規報告施

策 

4 みなとオアシスの認定   

海
域 

人と海とのふれあ

いの場の保全･再

生･創出 

にぎわいのある

港湾空間の創出
5

運河の魅力再発見プロ

ジェクトの認定 

中部地整 

港 湾 空 港

部 

  

6
「川と海のクリーン大

作戦」 

中部地整 

河川部 

  

7

海洋環境船｢白龍｣によ

る浮遊ごみの回収 

中部地整 

港 湾 空 港

部 

  

流入ごみの削

減、浮遊･漂着･

海底ごみ、流木

等の対策 

8

漂着ごみ分類調査 第四管区 

海 上 保 安

部 

  

森･川･海に共通す

る施策 

水質事故への取

り組み 
9

水質保全連絡協議会 中部地整 

河川部 

  

環境監視のため

のモニタリング 10

衛星画像及び測量船等

の調査によるモニタリ

ング 

第四管区 

海 上 保 安

部 

  

環境監視及び汚

濁機構の解明に

寄与する取り組

み 

11

24 時間水質自動観測シ

ステム 

有 
(第 6 回

推 進 会

議) 

 

伊勢湾再生のため

のモニタリング 

汚濁機構を解明

するためのモニ

タリング 

12

伊勢湾環境シミュレー

タの開発 

中部地整 

港 湾 空 港

部 

 H22年度新

規報告施

策 

13

第 5 回海の再生全国会

議の開催 

中部地整 

港 湾 空 港

部 

有 
(第 5 回

推 進 会

議) 

 

14
安心･安全な海域の創

出 

  

広報･啓発 

15

安心･安全な海域の創

出(救命胴衣着用キャ

ンペーン) 

第四管区 

海 上 保 安

部   

16

国営木曽三川公園にお

ける『環境教育』への

取り組み 

中部地整 

建政部 

 H22年度新

規報告施

策 

国 

森･

川･

海 

沿岸域および流域

の人々の海への関

心の醸成 

環境学習 

17

環境保全思想の普及･

啓発 

第四管区 

海 上 保 安

部 
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機関 場 大分類 中分類 NO タイトル 作成機関 

過去

発表 
備考 

18

｢三河湾流域圏会議｣の

開催 

三 河 湾 流

域圏会議 

事務局 

  

19

「ふれあいの森」制度を

活用したボランティア

による森林づくり 

  

20

市民ボランティアによ

る森林づくり「名古屋

シティ・フォレスター

事業」 

中部森林 

管理局 

  

21
藤前干潟協議会   

国 森･

川･

海 

多様な主体による

協働･連携 

協働･連携 

22

「生物多様性を支える

市民・地域による戦略

的地域づくりビジョ

ン」の実践 

環境省 

中 部 地 方

環 境 事 務

所 

  

23
飛騨・美濃じまん農産

物育成支援事業 

  陸
域 

陸域汚濁負荷削減

に向けた施策 

関連事業 

24
畜産担い手育成総合整

備事業 

岐阜県 

農政部 

  

森･川･海に共通す

る施策 

流入ごみの削減

25

生活環境美化対策事業

の実施 

岐阜県 

環 境 生 活

部 

  

広報･啓発 

26

木の国･山の国県民運

動の展開 

岐阜県 

林政部 

有 
(第 5 回

推 進 会

議) 

 

27

カワゲラウオッチング

普及推進 

岐阜県 

環 境 生 活

部 

  

沿岸域及び流域の

人々の海への関心

の醸成 

環境学習等 

28
「ぎふ田んぼの学校」活

動事業の実施 

岐阜県 

農政部 

  

29

企業との協働による森

づくり推進事業 

岐阜県 

林政部 

有 
(第 5 回

推 進 会

議) 

 

岐
阜
県 

森･

川･

海 
多様な主体による

協働･連携 

協働･連携 

30

「農地・水・農村環境保

全向上対策（共同活動

支援交付金）」の実施 

岐阜県 

農政部 

有 
(第 6 回

推 進 会

議) 

 

水質総量規制 
31

工場･事業場排水規制 愛知県 

環境部 

  

汚水処理事業 

32

下水道事業「下水道普

及と高度処理による伊

勢湾の水質改善」 

愛知県 

建設部 

  

33
「環境保全型農業推進

事業」の実施 

  

愛
知
県 

陸
域 

陸域汚濁負荷削減

に向けた施策 

その他関連事業

34

「農地･水･環境保全向

上対策(営農活動支援

交付金)」の実施 

愛知県 

農 林 水 産

部   
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機関 場 大分類 中分類 NO タイトル 作成機関 

過去

発表 
備考 

水質･底質の改

善－干潟･浅場

の再生－ 
35

｢干潟･浅場造成事業｣

の実施 

愛知県 

農 林 水 産

部 

有 
(第 5 回

推 進 会

議) 

 

36

三河湾 御津地区覆砂

の実施 

有 
(第 6 回

推 進 会

議) 

 

水質の改善･生物多

様性の向上 

水質･底質の改

善－貧酸素水塊

の発生低減－ 

37
三河港 深掘跡の埋め

戻しの実施 

愛知県 

建設部 

  

にぎわいのある

海岸空間の創出 38

海岸保全計画に基づく

｢海岸環境整備事業｣の

実施 

有 
(第 6 回

推 進 会

議) 

 

海
域 

人と海とのふれあ

いの場の保全･再

生･創出 

にぎわいのある

港湾空間の創出
39

衣浦港 高浜緑地の整

備 

愛知県 

建設部 

  

伊勢湾再生のため

のモニタリング 

モニタリング情

報の共有及び発

信 
40

水循環再生指標モニタ

リング 

愛知県 

環境部 

  

沿岸域及び流域の

人々の海への関心

の醸成 

環境学習等 

41

｢あいち環境学習プラ

ザ｣等における環境学

習の展開 

愛知県 

環境部 

  

森・川・海に共通す

る施策 

流入ごみの削

減、浮遊・漂着・

海底ごみ、流木

等の対策 

42

（H22 年度更新なし） 

漁場クリーンアップ事

業 

愛知県 

農 林 水 産

部 

  

43
連携・協働による水循

環の再生 

愛知県 

環境部 

  

愛
知
県 

森･

川･

海 

多様な主体による

協働･連携 

協働･連携 

44

「あいち海上の森保全

活用事業」の実施 

愛知県 

農 林 水 産

部 

  

水質総量規制 
45
「水質総量規制」の実施   

汚水処理事業 

46

生活排水処理施設の整

備推進 

  

森林整備事業 
47

森林整備の重点的･計

画的な実施 

三重県 

環 境 森 林

部 

  

48

農地･水･環境保全向上

対策＜共同活動支援交

付金＞ 

三重県 

農 水 商 工

部 

  

陸
域 

陸域汚濁負荷削減

に向けた施策 

その他関連事業

49

「（舞）みえの食･安心安

全確立推進事業」の実

施 

三重県 

農 水 商 工

部 

  

50

閉鎖性海域再生のため

の漁場環境保全創造事

業 

三重県 

農 水 商 工

部 

  

51
藻場・干潟の回復･再生

技術開発事業 

  

三
重
県 

海
域 

水質の改善･生物多

様性の向上 

水質･底質の改

善 

52
赤潮･底泥対策技術開

発事業 

三重県 

水 産 研 究

所 
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機関 場 大分類 中分類 NO タイトル 作成機関 
過去

発表 
備考 

水質の改善･生物多

様性の向上 

生物多様性の向

上 
53

水産業(ノリ･二枚貝)

による水質浄化機能の

向上技術開発 

三重県 

水 産 研 究

所 

有 
(第 5 回

推 進 会

議) 

 海
域 

人と海とのふれあ

いの場の保全･再

生･創出 

にぎわいのある

海岸空間の創出 54

侵食対策事業 三重県 

県 土 整 備

部 

  

流入ごみの削

減、浮遊漂着海

底ごみ、流木等

の対策 

55

海岸美化ボランティア

活動推進事業 

三重県 

県 土 整 備

部 

  森･川･海に共通す

る施策 

海岸漂着物対策

の推進 56

三重県における海岸漂

着物対策の推進 

三重県 

環 境 森 林

部 

 H22年度新

規報告施

策 

伊勢湾再生のため

のモニタリング 

環境監視及び汚

濁機構解明に寄

与する取り組み
57

｢みえのうみ｣環境保全

活動支援事業 

三重県 

農 水 商 工

部 

  

広報･啓発 

58

｢みえのうみ｣環境保全

活動支援事業 

三重県 

農 水 商 工

部 

  

森･

川･

海 

沿岸域及び流域の

人々の海への関心

の醸成 

環境学習等 

59

「みえ･川の健康診断の

事業」の実施 

三重県 

環 境 森 林

部 

  

60

～想いをかたちに～

宮川プロジェクト 

三重県 

政策部 

有 
(第 6 回

推 進 会

議) 

 

61

環境・生態系保全活動

支援事業 

三重県 

農 水 商 工

部 

  

62

「伊勢湾 森・川・海の

クリーンアップ大作

戦」の実施 

有 
(第 5 回

推 進 会

議) 

 

三
重
県 

森･

川･

海 

多様な主体による

協働･連携 

協働･連携 

63

伊勢湾再生にかかる活

動団体ネットワークの

構築 

三重県 

環 境 森 林

部 

 H22年度新

規報告施

策 
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機関 場 大分類 中分類 NO タイトル 作成機関 
過去

発表 
備考 

水質総量規制 
64

水質規制指導 名古屋市 

環境局 

  

汚水処理事業－

下水道事業 65

下水道事業による｢水

環境向上施策｣を実施 

名古屋市 

上 下 水 道

局 

  

河川･湖沼事業 66 清流ルネッサンスⅡ   

森林整備事業 67 なごや東山の森づくり   

陸
域 

陸域汚濁負荷削減

に向けた施策 

その他関連事業

68

緑化地域の指定 

名古屋市 

緑 政 土 木

局 有 
(第 6 回

推 進 会

議) 

 

伊勢湾再生のため

のモニタリング 

環境監視のため

のモニタリング
69

水質常時監視 名古屋市 

環境局 

  

70

上下流交流から流域連

携へ 

名古屋市 

上 下 水 道

局 

有 
(第 5 回

推 進 会

議) 

 

71
水質環境目標値市民モ

ニタリング 

名古屋市 

環境局 

  

沿岸域及び流域の

人々の海への関心

の醸成 

広報･啓発 

72
湧き水モニタリング 名古屋市 

環境局 

  

名
古
屋
市 

森･

川･

海 

多様な主体による

協働･連携 

協働･連携 

73

堀川市民調査 名古屋市 

緑 政 土 木

局 

有 
(第 6 回

推 進 会

議) 

 

海
域 

人と海とのふれあ

いの場の保全･再

生･創出 

にぎわいのある

港湾空間の創出

74

｢港湾環境整備事業｣中

川運河地区緑地(中川

口、昭和橋、堀止) 

名古屋港 

管理組合 

  港
管
理
組
合 

森･

川･

海 

伊勢湾再生のため

のモニタリング 

環境監視及び汚

濁機構を解明す

るためのモニタ

リング 
75

｢四日市港定期水質調

査｣及び｢埋立事業に伴

う環境監視｣ 

四日市港 

管理組合 
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（参考）完了した施策一覧 
機関 場 大分類 中分類 NO タイトル 作成機関 備考 

広報・啓発 

76

第 30 回全国豊かな海

づくり大会～ぎふ長良

川大会～の取り組み 

岐阜県 

農政部 

H22 年度完了施策岐
阜
県 

森
・
川
・
海 

沿岸域および流

域の人々の海へ

の関心の醸成 

環境学習 
77

ぎふ地球環境大学養成

講座 

岐阜県 

環境生活部 

H18 年度完了施策

78
「ふるさと水と土ふれ

あい事業」 

H19 年度完了施策

79
資源循環型畜産推進事

業補助金 

H21 年度完了施策

陸
域 

陸域汚濁負荷削

減に向けた施策 

その他関連事

業 

80
農業ゼロエミッション

推進事業 

愛知県 

農林水産部 

H21 年度完了施策

水質の改善･生

物多様性の向上 

水質・底質の改

善 
81

「海の恵み育成・啓発

推進事業」の実施 

愛知県 

農林水産部 

H21 年度完了施策

82
三河港 大塚海浜緑地

の整備 

愛知県 

建設部 

H20 年度完了施策にぎわいのあ

る港湾空間の

創出 
83

吉田港 ボートパーク

整備事業の実施 

愛知県 

建設部 

H20 年度完了施策

海
域 

人と海とのふれ

あいの場の保

全・再生・創出 

砂浜の保全・再

生 
84

伊良湖港海岸 海岸環

境整備事業の実施 

愛知県 

建設部 

H20 年度完了施策

85
「あいちの水産企画

展」の開催 

愛知県 

農林水産部 

H19 年度単年度事

業 

広報･啓発 

86
生活排水対策の普及啓

発 

愛知県 

環境部 

H20 年度完了施策

愛
知
県 

森･

川･

海 

沿岸域および流

域の人々の海へ

の関心の醸成 

環境学習等 
87

「水田水質浄化機能評

価事業」の実施 

愛知県 

農林水産部 

H19 単年度事業 

海
域 

人と海とのふれ

あいの場の保

全･再生･創出 

にぎわいのあ

る港湾空間の

創出 

88

港湾環境整備事業（鳥

羽マリンタウンプロジ

ェクト） 

三重県 

県土整備部 

H19 年度完了施策

汚濁機構を解

明するための

モニタリング 

89

伊勢湾沿岸域における

底質調査 

三重県 

環境森林部 

H21 年度完了施策伊勢湾再生のた

めのモニタリン

グ 

伊勢湾再生に

むけたガバナ

ンス研究 
90

自然資源の持続的な管

理のあり方 

三重大学 

大学院 

生物資源学 

研究科 

H21 年度完了施策

91

環境パートナーシップ

推進事業 

 

三重県 

環境森林部 

H19 年度完了施策沿岸域および流

域の人々の海へ

の関心の醸成 

環境学習等 

92
地域から発信！環境教

育実践事業 

三重県 

環境森林部 

H19 年度完了施策

三
重
県 

森
・
川
・
海 

多様な主体によ

る協働･連携 

協働･連携 
93

「漁民の森づくり活動

推進事業」を展開 

三重県 

環境森林部 

H22 年度完了施策
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【水質の改善・生物多様性の向上】
『水質・底質の改善』 中部地方環境事務所

◆ 「海域の物質循環健全化計画」検討委員会の開催

１．目的

栄養塩類の円滑な循環を維持・達成するためのプランを策定し、それに基づき地
域関係者が共同で対策に取り組むモデル地域（三河湾、気仙沼湾及び播磨灘北東
部海域）について、周辺地域における栄養塩類負荷発生状況、水質・底質の状況、
漁獲量の状況等を把握するとともに、陸域・海域バイオマスの増殖・回収機能強
化に関する調査、物質収支モデルを用いた要因分析及び循環量の評価、新たな技
術開発動向も踏まえた対策の抽出等を行い、具体的な行動計画を当該海域の「ヘ
ルシープラン（仮称）」として策定する。

さらに、モデル地域における検討結果を踏まえて、我が国の閉鎖性海域において
適用できる、海域の実情に応じた栄養塩類管理方策を確立するための「海域ヘル
シープラン策定要領」を作成するものである。

２．過年度までの取り組み状況

モデル地域の公募を行った結果、三河湾、気仙沼湾及び播磨灘北東部海域が選定
された。

３．今年度の取り組み状況

・ 計画全体を統括する統括検討委員会及び各モデル地域に設置された地域検討委員
会が開催された。

・ 三河湾については、三河湾地域検討委員会が、平成22年11月12日及び12月27日
に開催された。

４．取り組み結果・評価

今後、統括検討委員会では、

平成24年度を目処に「海域ヘル

シープラン策定要領」の取りま

とめに向け、各地域検討委員会

の全体の統括を行う。

各地域検討委員会では、それ

ぞれの地域の現地調査や実証実

験等を行い、各モデル地域のヘ

ルシープランを取りまとめる。

実施体制のイメージ実施体制のイメージ

 



 19

【沿岸域および流域の人々の海への関心の譲成】
『環境学習』 中部地方整備局建政部

◆ 国営木曽三川公園における『環境教育』への取り組み

１．目的：

国営木曽三川公園の河川環境楽園（自然発見館）やアクアワールド水郷パークセン
ターにおいて、木曽川の自然や生物多様性を学ぶことを目的とした環境教育講座
や自然体験会を実施するともに、環境教育指導者の養成を目的とした講習会など
を開催しています。

２．過年度までの取り組み状況

・自然発見館では、平成11年度より環境教育プログラムを提供し、平成21年度までに
約2，000団体、延べ約123，000人が受講、また、自然を題材としたネイチャーガ
イドプログラム等は平成21年度までに約5000回の開催で述べ約73，000人の方々が
参加されました。

・アクアワールド水郷パークセンターでは、「環境教育講座」を平成10年度から提供
し、平成21年度まで延べ約56，000人が受講されました。

３．今年度の取り組み状況

・例年実施している取り組みに加えて、名古屋市で開催された生物多様性条約第10回
締約国会議（COP10）への協賛として数多くの環境教育プログラムを登録するとと
もに、自然発見館内では「生物多様性もの知り展」、「外来生物Yes or No展」を
開催し、生物多様性に関する普及啓発活動等を積極的に行いました。

４．取り組み結果・評価

・環境教育プログラムを修得した受講者は、各々の活動場所で活用し活躍されていま
す。また、今年度、重点的に実施した生物多様性に関連したイベントは多くの参
加者から好評を得ています。

パークセンター自然体験 １１月実施分
～木曽川探検隊～

自然発見館・木曽川水園 10月実施分
～学校団体向け環境教育プログラム～
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【沿岸域および流域の人々の海への関心の醸成】
『広報・啓発』 岐阜県農政部

◆ 第３０回全国豊かな海づくり大会～ぎふ長良川大会～の取り組み

１．目的

初めて河川で開催する大会として「清流が つなぐ未来の 海づくり」を大会
テーマに、森・川・海のつながりの中で水の循環を守ることや上下流連携による
水環境・自然環境の保全の重要性について、全国に向けてメッセージを発信する。

２．これまでの取り組み状況

・ 上下流をつなぐ回遊旗リレーの実施

降海リレー（平成21年10月～12月）、遡上リレー（平成22年2月～4月）

岐阜県を水源とする８流域、６県（富山、福井、長野、愛知、岐阜、三重）

８０市町村が参加

・ 協賛行事の開催

企業、各種団体等が「水を守る」「水を活かす」「水を伝える」取り組みを実施

登録件数 ３０９件、参加人数 約１００万人

・ 水の子ども会議の開催

３０回実施、参加人数 約１，１００人（平成21年度）

・ 東海三県一市連携による伊勢湾森・川・海のクリーンアップ大作戦

実施団体 ４５団体、参加人数 約７万人

・ 第３０回全国豊かな海づくり大会～ぎふ長良川大会～の開催

平成22年6月12日（土） 歓迎レセプション：岐阜グランドホテル【岐阜市】

6月13日（日） 式典行事：関市文化会館【関市】

放流・歓迎行事：長良川河畔【関市池尻】

ふれあい交流行事・サテライト行事：県内全市町村

参加人数 約１７万人（過去最大級）

３．取り組み結果・評価

・ 大会には、回遊旗リレーや協賛行事等の取り組み

を含めて、世代を越え、地域を越えた、多くの県

民が参加。

・ 大会を通じて、「森・川・海のつながりの中で、

清流を守ることの大切さ」に気づき、自ら行動し

ようという、県民の環境保全に対する意識の醸成。

・ 大会の成果を引き継ぎ、ＮＰＯを含む関係団体、

市町村等と一体となった「清流の国ぎふづくり県

民運動」への展開。 天皇皇后両陛下の御放流
（平成22年6月13日）
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【陸域汚濁負荷削減に向けた施策】
『その他関連事業』 愛知県農林水産部

◆ 「環境保全型農業推進事業」の実施

１．目的：

安全性が高く、高品質な農作物の生産と環境保全に関する農業の積極的な展開を

図るため、農薬・化学肥料の投入量の削減、有機物を利用した土づくり等の環境

保全型農業を啓発・普及するとともに、ＧＡＰ手法（農業生産工程管理手法）の

産地導入を推進する。

２．過年度までの取り組み状況

・ 推進協議会等の開催 推進協議会１回、技術検討委員会１回

・ 実証展示ほ場の設置 県内６か所

・ 環境にやさしい農業に取り組むエコファーマーの育成

平成２１年度末エコファーマー数 ４，１７４名

・ ＧＡＰ・ＩＰＭに関する意見交換会の開催（ＧＡＰ手法の導入推進）

平成２２年１月２８日 参加者５４名

３．今年度の取り組み状況

・ 推進協議会等の開催 推進協議会１回（予定）、技術検討委員会２回

・ 実証展示ほ場の設置 県内５か所

・ 生物多様性に配慮した農業推進フォーラム

平成２２年１０月２０日 参加者４５０名

４．取り組み結果・評価

・ ＧＡＰ手法の導入産地は７５産地に拡大（平成２２年６月末現在）。主要な産地
等に導入されるよう更に導入推進が必要。

・ エコファーマーの育成 ４，２５７名（平成２２年１０月末現在）。

図：ＧＡＰ手法イメージ
写真：生物多様性に配慮した農業推進フォーラムの模様
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【多様な主体による協働・連携】
『協働・連携』 愛知県農林水産部

◆ 「あいち海上の森保全活用事業」の実施

１ 目的：

愛知万博の原点である「海上の森」を将来にわたり保全するとともに、ＮＰＯな
どの県民組織、企業、学校関係者等多様な主体と連携・協働のもと、森林や里山
に関する学習と交流の取組を進める。

２．前年度までの事業実施状況

・森林や里山への理解を深めるための普及啓発、体験活動や取組を進めるための自然
環境調査や各種の情報発信、保全活動などを実施した。

・人と自然の共生を推進する指導者養成のため、あいち海上の森大学を開催するとと
もに、指導者間の交流・情報交換のため人と自然の共生国際フォーラムを開催し
た。

【平成２１年度の実施状況】

・海上の森体験学習プログラム参加者（１，１０２人）

・人と自然の共生国際フォーラム参加者（約５００人）

・あいち海上の森大学修了者（３１人）

３．今年度の取り組みの内容

・海上の森体験学習プログラムの実施（森の教室、里の教室など）

・「人と自然の共生国際フォーラム」の開催

平成２２年 ９月１２・２５日 フィールドワーク（海上の森 他）

平成２２年１０月１６・１７日 パネルディスカッション 他

・「あいち海上の森大学」の開催（３コース開講：森林再生、国際交流、企業活動）

・企業連携プロジェクト（企業との連携・協働による森林整備活動）の実施

４．取り組み状況・結果

・人と自然の共生国際フォーラム参加者（約５００人）

・あいち海上の森大学修了者（２７人）

人と自然の共生国際フォーラム開催状況 森の教室の実施状況  
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【水質の改善・生物多様性の向上】
『水質・底質の改善』 三重県水産研究所

◆ 藻場・干潟の回復・再生技術開発事業

①沿岸遊休地の干潟・藻場再生回復手法の開発

②英虞湾における既設干潟・藻場の長期的変化の把握

１．目的：

・全国に60000haあるといわれる沿岸遊休地の干潟藻場への再生技術の開発を目的とし，
英虞湾杓浦において海水導入実験を行うことにより，生態系の変化を把握する。

・英虞湾に浚渫土を用いて造成した人工干潟，アマモ場，コアマモ場について調査を
行い，干潟，アマモ場の長期的な地形変化や生態系の安定性について検証し，閉鎖
性海域における浅場再生手法を確立する。

２．過年度までの取り組み状況

・英虞湾において過去に干潟であった堤防後背地に海水導入を行い，干潟への再生実
験を行った。造成後年4回の割合で，底質および底生生物の変遷を調査した。

・浚渫土を用いて造成した人工干潟について，造成後年4回の割合で，底質，地形およ
び底生生物の変遷を調査した。

・造成したアマモ場およびコアマモ場の追跡調査を行い，海草類の伸長状況と生物定
着状況について調査を行った。

３．今年度の取り組み状況

・海水導入後3年間の底質と底生生物の変化を整理した。

・造成後5年間の底生生物および地形変化について造成後の変化を整理した。

・コアマモの適正生育条件と発芽条件を整理し，コアマモ場造成技術を検討した。

４．取り組み結果・評価

・堤防後背地への海水導入により底質が好気的に改善され，徐々に生物の回復が見ら
れた。また，アサリ浮遊幼生の着底試験を実施した結果，良好な着底が確認できた。

・浚渫土を用いた人工干潟について造成後5年間の調査を行った結果，生物量で約3倍，
種類数で約5倍の生物が回復し，アサリも増加してくることが分かった。（図-1）

・造成したアマモ場およびコアマモ場は定着し，面積の拡大が確認できた。（図-2）
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図-1 造成後のアサリの湿重量の変化
図-2 造成したコアマモ場
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【森・川・海に共通する施策】
『海岸漂着物対策の推進』 三重県環境森林部

◆ 三重県における海岸漂着物対策の推進

１．目的：三重県における海岸漂着物対策を円滑に推進するために、海岸漂着物処理推

進法に基づき、関係者による協議をとおして地域計画を策定する。

その中で、詳細な実態調査やモデル調査などを実施するとともに、発生抑制のた

めの取り組みを検討し、イベントの開催等を通して普及啓発にも取り組む。

２．前年度までの状況

・「漂流漂着ゴミ国内削減方策モデル調査」（H19･20、H21･22、環境省) 

調査対象地区 鳥羽市答志島(奈佐の浜)

伊勢湾内の海流の影響により、漂流物の多くが答志島に漂着することが判明

年間漂着量 64t/km･年、自然物約７割、人工物約３割（うち５割がﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類）

・地域グリーンニューディール基金の創設（H21 環境省）

三重県分１．５５億円（H21年度～H23年度）

３．今年度の取り組み内容

・平成21年11月～22年10月 海岸漂着物実態調査を実施

海岸クリーンアップ調査（伊勢湾内14海岸、各8回）、

河川ゴミ調査（伊勢湾流域21河川、各8回）、海岸概況

調査（県内93海岸、1回）ほかを実施

・平成22年10月13日 海岸漂着物対策推進協議会を設置（10月､12月開催）

４．取り組み状況・結果

・海岸クリーンアップ調査により海岸漂着物 約７７tを回収(H21.11～H22.9)

・発生抑制対策を進めるうえで、河川上流域の市町、他県との連携が重要。

地域計画検討体制 海岸クリーンアップ調査結果

写真：鳥羽市答志島奈佐の浜
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【陸域汚濁負荷削減に向けた施策】
『汚水処理事業－下水道事業』 名古屋市上下水道局

◆ 下水道事業による「水環境向上施策」を実施

１．目的：

閉鎖性水域である伊勢湾の水質環境基準の早期達成や公共用水域の水質改善を図
るため、「高度処理施設の導入」及び「合流式下水道の改善」を実施する。

２．過年度までの取り組み状況

（１）高度処理施設の導入

・窒素・りん除去対応の高度処理施設の建設：露橋水処理センターの改築工事
（H15年度着手）、柴田水処理センターの高度処理施設の稼働（H21年度稼働）

・担体投入型窒素・りん除去対応の高度処理施設の実証試験：西山水処理センター
（H19年度から実証試験を実施中）

・ろ過施設の設置：名城水処理センター（H20年度着手）

（２）合流式下水道の改善

・雨水貯留施設の整備：大曽根雨水調整池の稼動（H18年度～）、堀川左岸雨水滞
水池の建設（H20年度着手）等

・簡易処理高度化施設の設置：露橋水処理センター（H19年度着手）、伝馬町水処
理センター（H19年度着手）等

３．今年度の取り組み状況

（１）高度処理施設の導入

・昨年度に引き続き、高度処理施設の建設、実証試験の実施（守山水処理セン
ター）及びろ過施設の設置

（２）合流式下水道の改善

・昨年度に引き続き、雨水貯留施設の整備及び簡易処理高度化施設の設置等

４．取り組み結果・評価

（１）高度処理施設の導入

・西山水処理センターにおける実証試験は終了し、H22年４月から本格稼働。名城
水処理センターのろ過施設がH22年５月から稼働。守山水処理センターにおける膜
分離活性汚泥法の実証実験は確実に成果が現れている。

（２）合流式下水道の改善

・「名古屋市合流改善基本計画」に基づき、着実に整備を実施している。

写真：工事中の露橋水処理センターの様子 図：大曽根雨水調整池について（ｲﾒｰｼﾞ図）  
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◆ 湧き水モニタリング

１．目的：市内に点在する湧き水の状況を継続的に把握し、水循環の課題を市民と共有
することにより、パートナーシップにより水の環を復活していく。

２．過年度までの取り組み状況

・市内10エリアにおいて、湧き水の水温・流量等を調査した。

・モニターセッション（香流川の生物調査）、成果発表会を実施した。

３．今年度の取り組み状況

・市内10エリアにおいて、引き続き調査を行った。

・モニターセッション（雨池池干し体験）を実施した。また、成果発表会を行う予定
である。

４．取り組み結果・評価

・湧水の状況を調査し、市民モニターの知識・興味が向上した。

写真：湧き水
図：湧き水の調査対象エリア

【沿岸域および流域の人々の海への関心の醸成】
『広報・啓発』 名古屋市環境局
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3. 多様な主体との連携促進 
3.1. 研究者、NPO、市民団体との情報交換・連携 
（1） 科学技術振興調整費「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発」との連携 

平成 18年～22年度 科学技術振興調整費「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開
発」は、名古屋大学を中心とし、自然共生型を目指す水循環から生態系にいたる総合系

の相互作用の修復をにらんだ環境管理技術の開発に取り組むプロジェクトであり、評価

モデルの構築等を行っている。この研究会にデータ提供を行う等、連携を図った。 
 

（2） 伊勢湾再生流域圏研究会（学のコンソーシアム）との連携 
平成 20年度に始まった「伊勢湾再生流域圏研究会」（学のコンソーシアム）において、
行動計画及び取り組みの紹介を行う等、情報提供を行った。 

 

 
伊勢湾再生流域圏研究会での取り組み紹介の状況 

 
（3） 伊勢湾流域圏再生ネットワークとの連携 

伊勢湾流域圏再生ネットワークに所属する NPO、市民団体等に「伊勢湾流域圏一斉モ
ニタリング」開催の情報発信に協力いただく等の連携を行った。 
また、伊勢湾流域圏再生ネットワークが主催し、NPO、市民団体等が参加して意見交
換を行う「伊勢湾流域圏再生フォーラム」（平成 23年 2月 19日）において、伊勢湾再生
推進会議として後援するとともに、関係行政機関として参加し、情報共有を行った。 

 

 
伊勢湾流域圏再生フォーラムでの取り組み紹介の状況 
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（4） 伊勢湾総合対策協議会との連携 
伊勢湾総合対策協議会が主催し、住民、事業者、民間団体、NPO、行政機関等が参加

して、意見交換を行う「伊勢湾の再生、保全に関する意見交換会」（平成 23 年 2 月 20
日）に、関係行政機関として参加し、情報共有を行った。 

 

 
伊勢湾総合対策協議会での取り組み紹介の状況 

 
（5） 第５回海の再生全国会議への出席 

国土交通省が主催し、各湾における施策の情報共有・発信、市民等との連携・協働の

推進等を目的として開催される「第５回 海の再生全国会議」（平成 23年 2月 25日）に
おいて、伊勢湾再生推進会議として後援するとともに、関係行政機関として参加した。 

 

  
第５回海の再生全国会議の様子 
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3.2. 平成 22 年度伊勢湾流域圏一斉モニタリング 
伊勢湾流域圏一斉モニタリングを以下の要領で実施した。今回は２回目であり、多く

の行政機関・市民団体に参加いただき、昨年度よりも多くの地点でモニタリングが行わ

れた。なお、調査結果報告書については、伊勢湾再生推進会議ホームページ上にて公開

している。 
 
○ 調査概要 
平成 22年７月 28日～８月 11日（統一実施日 ８月４日） 
・行政機関は、主に通常の水質調査の一環として実施 
・市民団体等は、主に簡易測定キットを事務局から配布し、実施 
 

 

図 14 NPO等への呼びかけ文 
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平成 22 年度 伊勢湾流域圏一斉モニタリング実施結果 

 

＜モニタリング参加団体数＞ 

表 2 今年度と昨年度の参加団体数の比較 

 

 

分析による 

水質調査 

簡易水質テスト、 

ゴミ調査、生物調査 

今年度（H22） 51 70 

昨年度（H21） 35 60 

 

 

＜モニタリング調査地点＞ 

表 3 今年度と昨年度の一斉モニタリング地点の比較 

分析による水質調査 簡易水質テスト  

陸域 海域 計 陸域 海域 計 

今年度（H22） 569 234 803 189 39 228 

昨年度（H21） 264 69 333 78 28 106 

 

   

図 15 一斉モニタリング地点（左：平成 21 年度、右：平成 22 年度） 

 

 

 



 31

＜一斉モニタリング結果の例＞ 

 

図 16 COD（分析による水質調査結果） 

各河川の中下流で値が大きくなっており、河川の中下流部では有機物による汚れが大きいこ

とがわかります。海に出た後は希釈や自浄効果などで値は小さくなりますが、三河湾や伊勢湾

の上側では 5mg/L 以上の高い値を観測しており、有機物量が高いままとなっています。 

有機物による水の汚れを示します。有機物を酸化剤

が化学的に酸化するときに消費する量を酸素量に換

算したものです。汚れるにつれて値が大きくなりま

す。 

COD（化学的酸素要求量）
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＜一斉モニタリング結果の例＞ 

 

図 17 COD（簡易水質テスト結果） 

中小河川や支川の末端で観測値が大きくなっており、有機物による汚れが大きくなっていま

す。これは、中小河川や支川は、大河川に比べて水の量が少ないところへ生活排水が流入して

いるためと考えられます。 

有機物による水の汚れを示します。有機物を酸化

剤が化学的に酸化するときに消費する量を酸素量

に換算したものです。汚れるにつれて値が大きく

なります。 

COD（化学的酸素要求量）
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＜一斉モニタリング結果の例＞ 

 
 
 

（7 月 21 日～7月 22 日） 
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4. 伊勢湾再生のためのモニタリングに向けて 
陸域で行うべきモニタリングについて、方針・内容・項目・調査頻度等を含めたモニタ

リング計画の検討を平成 21年度から開始し、平成 22年度に策定した。 
 
＜陸域モニタリング計画の概要＞ 

 

行動計画におけるモニタリングの実施方針 

 
① 伊勢湾流域圏の水質、生物の生息状況を継続的に監視する。 

② 施策の効果を確認するとともに、具体的な目標の設定・更新につなげる。 

③ 伊勢湾の汚濁機構解明に必要な基礎データを蓄積する。 

④ 住民参加型のモニタリングを推進する。 

陸域モニタリング計画 

モニタリングの実施方針に対し理想的なモニタリング内容を整理 

モニタリング内容 

水質監視、生物の生息状況等、順流末端のフラックス把握等を設定

一級河川 10 河川を対象とし、他河川は今後の検討課題 

水質、フラックスの変化特性、親水活動、生物生息状況、流域面積等を勘

案して選定 

対象河川 

モニタリング地点 

個別河川のモニタリング計画 

・陸域モニタリング計画に従って、一級河

川 10 河川毎のモニタリング計画を策定 

・一級河川 10 河川で 87 のモニタリング地

点を選定 

豊川 矢作川 庄内川 木曽川 長良川 揖斐川 鈴鹿川 雲出川 櫛田川 宮川 合計

水利用 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 8

親水 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11

生態系 2 7 5 4 6 4 4 3 3 3 41

有機物、
栄養塩類 2 8 8 15 9 5 3 2 2 2 56

2 7 5 4 6 4 4 3 3 3 41

1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 14

9 28 23 27 24 15 14 11 10 10 171

5 13 10 17 11 9 7 5 4 6 87

順流末端での
フラックス把握

延べ地点数

実質地点数

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
内容

流域

水
質

生物
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（モニタリング地点） 

＜モニタリング地点選定理由＞
A 流域圏全体の水質を広域的・均等に把握するために必要な地点、
堰の貯留施設の下流

B 堰の貯留施設（水利用）
C 生態系、堰の貯留施設の下流、親水活動が盛んな地点
D 主要河川の順流末端
E 生態系

宇連川

設楽ダム（工事中）

寒狭川頭首工

長篠橋

牛淵橋

石田

牟呂松原頭首工

江島橋生態系

親水

当古橋

生態系

吉田大橋

T

C

B

D

E

豊川

豊川放水路

A

既存の水質観測地点

新設のモニタリング地点

個別事業者が主体となる水質観測地点

T 下水処理場

堰

生態系の監視が必要な地点

親水活動への影響の監視が必要な地点

ダム

A～E モニタリング地点
（赤字：既存の水質観測地点を用いる）
（緑字：新設のモニタリング地点を用いる）
（　　　：一連のモニタリング区間）

＜凡例＞

主な河川及び支川

順流末端

大野頭首工

 
 

（モニタリング項目） ●：モニタリング実施項目 

平
常
時
流
量

出
水
時
流
量

水
温
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気
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度
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SiO
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Si
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ロ
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フ
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ン

魚
介
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調
査

底
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動
物
調
査

植
物
調
査

鳥
類
調
査

両
生
類
調
査
等

陸
上
昆
虫
類
等
調
査

河
川
調
査

A 豊川 牛淵橋
有機物、
栄養塩類

● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - -
平常時年4回
＋出水時

B 豊川 牟呂松原頭首工 水利用 - - - ● ● - ● ● ● - ● ● - - - ● ● ● - ● ● - - ● - - ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - 平常時年12回

親水 - - - ● ● ● ● - ● ● - ● - - - - - - ● - - - - ● - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - 平常時年4回

生態系 - - ● - - - - ● ● - - - - - ● - - - - - ● - - ● - - ● - - ● - - - - - - - - - - - - - - 平常時年4回

有機物、
栄養塩類

● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● - - ● - - ● ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - -
平常時年4回
＋出水時

生物 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● 約10年に1回

D 豊川
豊川順流末端1）

（当古橋付近）

順流末端で
のフラック
ス把握

● ● ● - - - ● ● ● - ● ● ● ● - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - -
平常時年12回
＋出水時

生態系 - - ● - - - - ● ● - - - - - ● - - - - - ● - - ● - - ● - - ● - - - - - - - - - - - - - - 平常時年4回

生物 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ● ● ● 約10年に1回

1)豊川順流末端は推定（中部地方整備局提供情報）

吉田大橋

豊
川
上
流
部

C 豊川

豊
川
中
流
部

豊
川
下
流
部 E 豊川

モニタリン
グ内容

モニタリング項目

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
頻
度

江島橋

河川生態系など流量 水質

流域
地点
番号

河川名
モニタリング
地点

 
 

 豊川流域におけるモニタリング地点とモニタリング項目 
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5. 行動計画の中間評価 
5.1. 中間評価報告書の作成 
行動計画策定後の 3年間（平成 19年度から平成 21年度）の取り組み状況を取りまとめ、
中間評価報告書を作成した。以下に中間評価の概要を示す。 
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5.2. 行動計画の見直し検討 
今回の中間評価を通して以下の問題点・課題が明らかとなった。 
 
・ 行動計画策定から 3年が経過し、行動計画に掲載されている施策には完了したもの、
未掲載ながら実施しているもの、新規に取り組まれたものがあり、施策群の整理が

必要である。 
・ 行動計画には環境指標や施策指標に具体的な目標値が示されていないため、達成状

況を定量的に評価することが困難である。 
・ 施策等は着実に実施されているが、環境指標に明確な改善傾向が認められず、伊勢

湾再生の効果が分かりづらい。 
 
そこで、これらの問題点・課題の改善・解決に向けて以下のとおり行動計画の見直し

方針を立案し、平成 22年度は施策群とアピールポイント候補地の整理に着手した。 
 

① 施策群の見直し：完了した施策の区分、同一内容の施策の統合、機関ごとの統一

的な施策の整理、今後行う施策の追加 
② アピールポイントの検討：候補地の整理、将来像の設定 
③ 数値目標の検討：伊勢湾全体及びアピールポイントごとの数値目標（水質、施策

実施量）の検討 
④ 行動計画本文の追加・修正：①～③の検討内容を踏まえた追加・修正等 

 
   ※アピールポイント：一般の市民・住民へ行動計画の取り組み状況を身近に実感し

てもらえる場 
 



 41

6. 平成 22年度 取り組み方針と結果 対比表 

 

【方針】平成 22 年度の取り組み方針 

◎行動計画の推進・フォローアップ 

・ 行動計画の着実な推進、施策の進捗管理を行う 

・ 行動計画の中間評価に必要な、基礎データの集約を行う 

◎多様な主体との連携促進 

・ 研究者、NPO、市民団体との情報交換・連携を継続する 

・ 「伊勢湾流域圏一斉モニタリング」の継続 

◎伊勢湾再生のためのモニタリングに向けて 

・ 伊勢湾流域圏モニタリング計画の策定 

◎行動計画の中間評価 

・ 中間評価の方針に基づき、行動計画の達成状況等を評価する 

・ 「行動計画のフォローアップ」「環境劣化・再生メカニズムの整理」「市民団体等と

の連携」等の実態を踏まえ、必要に応じ、行動計画の見直しに向けて検討を進

める 

【結果】平成 22 年度の取り組み結果 

◎行動計画の推進・フォローアップ 

・ 各機関の施策取り組み状況の集約 

・ 行動計画の中間評価に必要な、基礎データの集約 

◎多様な主体との連携促進 

・ 伊勢湾再生推進会議として、シンポジウムや意見交換会へ参加 

・ 伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発や伊勢湾再生流域圏研究会な

どの研究者との連携・情報共有 

・ 伊勢湾流域圏再生ネットワーク[NPO のネットワーク]との連携・情報共有 

・ 行政機関、NPO 等の市民団体、企業等の参加により、「伊勢湾流域圏一斉モニ

タリング」を実施 

◎伊勢湾再生のためのモニタリングに向けて 

・ 伊勢湾流域圏 陸域モニタリング計画（案）の策定 

◎行動計画の中間評価 

・ 中間評価の方針に基づき、行動計画の達成状況等を評価し、中間評価報告書

を作成 

・ 今後着実に行動計画を実施するために、行動計画の見直し方針を検討 


